
 

男鹿市規則第２３号 

   男鹿市興行場法施行細則の一部を改正する規則 

 男鹿市興行場法施行細則（平成２４年男鹿市規則第１８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 改正前 

（営業許可の申請） （営業許可の申請） 
第２条 法第２条第１項の規定により
興行場の経営の許可を受けようとす

る者は、興行場営業許可申請書（様
式第１号）を市長に提出しなければ
ならない。 

第２条 法第２条第１項の規定により
興行場の経営の許可を受けようとす

る者は、興行場経営許可申請書（様
式第１号）を市長に提出しなければ
ならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書
類を添付しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書
類を添付しなければならない。 

⑴ （略） ⑴ （略） 
⑵ 営業施設の配置図及び平面図（観
覧室の椅子等の配置及び喫煙所、売
店、便所等の位置を明示したもの）
並びに観覧室の断面図 

⑵ 営業施設の配置図及び平面図（観
覧室のいす等の配置及び喫煙所、売
店、便所等の位置を明示したもの）
並びに観覧室の断面図 

⑶ （略） ⑶ （略） 
⑷ 建築基準法（昭和 25 年法律第

201 号）第７条第５項又は第７条の
２第５項の規定による検査済証の写
し 

⑷ 建築基準法（昭和 25 年法律第

201 号）第７条第５項の規定による
検査済証の写し 

⑸ 申請者が法人である場合にあって
は、定款又は寄附行為の写しなど、
法人の状況がわかる書類 

⑸ 申請者が法人である場合にあって
は、定款又は寄附行為の写し 

⑹ （略） ⑹ （略） 
（構造設備等変更の届出） （構造設備等変更の届出） 

第４条 興行場の営業を営む者は、興
行場について、構造設備を変更した
ときは、速やかに興行場構造設備等
の変更届出書（様式第４号）により

市長に届け出なければならない。 

第４条 興行場の営業を営む者は、興
行場について、構造設備を変更し、
又は第２条第１項の申請書及び第６
条第１項の届出書に記載した事項を

変更したときは、速やかに興行場構
造設備等変更届（様式第４号）を市
長に提出しなければならない。 

２ 前項の届出書には、第２条第１項
の申請書並びに第６条第１項、第７
条第１項及び第８条第１項の届出書
に記載した事項を記載し、次に掲げ
る書類を添付しなければならない。 

２ 前項の届出書には、変更に係る第
２条第２項各号に掲げる書類を添付
しなければならない。 

⑴ 構造設備の変更の場合にあって ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



 

改正後 改正前 

は、当該変更後の構造設備を明らか
にする図面 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿ 

⑵ 法人の代表者又は社名の変更の場
合にあっては、法人の状況がわかる
書類 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿ 

（営業停止等の届出） （営業停止等の届出） 
第５条 興行場営業を営む者は、興行
場営業を停止し、又は廃止したとき
は、速やかに興行場営業停止等の届
出書（様式第５号）により市長に届
け出なければならない。 

第５条 興行場営業を営む者は、興行
場営業を停止し、又は廃止したとき
は、速やかに興行場営業停止（廃
止）届（様式第５号）を市長に提出
しなければならない。 

（地位の承継の届出） （営業承継の届出） 

第６条 法第２条の２第２項の規定に
よる営業者の地位の承継の届出（譲
渡によるものに限る。）は、興行場
営業承継届出書（事業譲渡）（様式
第６号）によりしなければならな
い。 

第６条 法第２条の２第２項の規定に
よる営業者の地位の承継の届出は、
興行場営業承継届（様式第６号）に
よるものとする。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書
類を添付しなければならない。 

２ 前項の届出が相続による営業者の
地位の承継に係るものである場合
は、当該届出書に次に掲げる書類を
添付しなければならない。 

⑴ 興行場営業の譲渡が行われたこと
を証する書類 

⑴ 戸籍謄本 

⑵ 届出者が法人の場合にあっては、
法人の状況がわかる書類 

⑵ 相続人が２人以上である場合にお
いて、その全員の同意により営業者
の地位を承継すべき相続人として選
定された者にあっては、その全員の
同意を証する興行場営業者相続同意
証明書（様式第７号） 

 ３ 第１項の届出が、合併又は分割に
よる営業者の地位の承継によるもの
である場合は、当該届出書に定款又
は寄附行為の写しを添付しなければ
ならない。 

第７条 法第２条の２第２項の規定に
よる営業者の地位の承継の届出（相

続によるものに限る。）は、興行場
営業承継届出書（相続）（様式第７
号）によりしなければならない。 

 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書
類を添付しなければならない。 

 

⑴ 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図
の写し 

 

⑵ 相続人が２人以上である場合にお  



 

改正後 改正前 

いて、その全員の同意により営業者
の地位を承継すべき相続人として選
定された者にあっては、その全員の
同意を証する興行場営業者相続同意
書（様式第８号） 

第８条 法第２条の２第２項の規定に
よる営業者の地位の承継の届出（合
併又は分割によるものに限る。）
は、興行場営業承継届出書（合併又
は分割）（様式第９号）によりしな
ければならない。 

 

２ 前項の届出書には、合併後存続す

る法人、合併により設立された法人
又は分割により営業を承継した法人
の定款又は寄附行為の写しなど、法
人の状況がわかる書類を添付しなけ
ればならない。 

 

 

様式第１号（第２条関係） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

様式第１号（第２条関係） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

改正後 改正前 

様式第４号（第４条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式第５号（第５条関係） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

様式第４号（第４条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式第５号（第５条関係） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

改正後 改正前 

様式第６号（第６条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式第７号（第７条関係） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

様式第６号（第６条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式第７号（第６条関係） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

改正後 改正前 

 
様式第８号（第７条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
様式第９号（第８条関係） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。  


